
 ・定期健康診断後の事後フォローのお手伝い 

・職場で、健康づくりやメンタルヘルス、 

健診結果の見方、禁煙等の講演をしてほしい 

・自分や家族の健康で気になることがある 

・健康的なダイエットにチャレンジしたい！  

などなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウォーキングなどの有酸素運動は、   

ネガティブな気分を発散させます。 

休日は、せめて軽く体を動かしましょう。 

改善できそうなことから 

始めてみましょう 

寝る前にスマホを使っている方 

野菜や果物に含まれるビタミン C、魚や肉に含まれ

るたんぱく質は、ストレスと戦うホルモン（コルチ

ゾール）の材料です。 

朝食を食べると免疫が強くなり、風邪をひきにくく

なります。 

朝食を食べない方 

運動不足の方 

保健師・管理栄養士による 

無料健康相談 

まずは、お気軽に電話またはメールでご連絡ください！ 

38～40℃ 

スマホを使わないと、ブルーライトを浴び

ないため寝つきが良くなります。 

十分な睡眠は心身の疲れを取り除きます。 

□ 寝る前にスマホを 

使っている 

ニ ュース  N o . 1 7 1  

  
 

ストレスコントロール大作戦！でストレスに負けない心と身体を整えましょう 

□ 休日は家から出ない 

心身を穏やかに保つために大切なのが体内

時計です。 

体内時計は、毎朝太陽の光を浴びることで

調整されていますので、休日もできるだけ

外出して太陽の光を浴びましょう。 

シャワーで済ませている方 

できるだけ湯船に浸かりましょう。 

ぬるめのお湯だとリラックスできて、  

ストレス解消になります。 

✔  □ シャワーで 

済ませている 

✔  ✔  

全 国 印 刷 工 業 健 康 保 険 組 合 
東 京 都 中 央 区 新 川 １ － ５ － １ ３  

☎ ０ ３ － ３ ５ ５ １ － ９ ３ ０ １ 

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 発 行 
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明 日 へ の 健 康  安 心 の 印 刷 け ん ぽ         ※ 事 業 所 内 に 掲 示 、 ま た は ご 回 覧 く だ さ い  

 

  

 

✔  

これらの生活習慣は、ストレスコントロールを 

難しくします。 

✔  

休日は家から出ない方 

【お問合せ先】保健推進課（内線 506～508） 

E-mail：kenkousoudan@insatukenpo.or.jp 

□ 朝食を食べない □ 運動不足だと思う 

こんな生活習慣していませんか？ 

● ● ● 知 っ 得 ! ! 健 康 情 報 ● ● ● 

新年度が始まりました 

 
5 分の散歩でも 

良いんだね  
睡眠で免疫力 

アップ 

皆さんの健康づくりをお手伝いします♪ 

 
ちょっと 

そこまで 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更前 手当金が支給される月の標準報酬月額 

平成 28 年 

4 月より 

手当金が支給される月以前、直近の継続した 12 ヵ月の標準報酬月額の

平均（ただし、直近の継続した月が 12 ヵ月に満たない場合には、直近

の継続した各月の標準報酬月額を平均した額と前年度9月30日におけ

る全被保険者の標準報酬月額の平均とを比べ、いずれか少ない額） 

変更前 1 食につき 260 円 

平成 28 年 4 月より 1 食につき 360 円 

平成 30 年 4 月より 1 食につき 460 円 

変更前 
等級 標準報酬月額 区分 

第 47 等級 1,210,000 円 1,175,000 円以上 

平成 28 年 

4 月より 

等級 標準報酬月額 区分 

第 47 等級 1,210,000 円 1,175,000 円以上 1,235,000 円未満 

第 48 等級 1,270,000 円 1,235,000 円以上 1,295,000 円未満 

第 49 等級 1,330,000 円 1,295,000 円以上 1,355,000 円未満 

第 50 等級 1,390,000 円 1,355,000 円以上 

変更前 
年度（4 月～翌年 3 月まで） 

累計額 540 万円 

平成 28 年 

4 月より 

年度（4 月～翌年 3 月まで） 

累計額 573 万円 

Web サイト こころのオンライン 
PC・スマートフォン版サイト： 

https://www.healthy-hotline.com/ 
携帯版サイト： 

https://www.healthy-hotline.com/m 
ログイン ID：健康保険証に記載されている 

「０」から始まる８桁の保険者番号 

スマートフォン 
・ケータイ用 

※パケット通信料は 

利用者負担 

無料電話相談 こころの相談ネットワーク 
0120-681-199 

携帯・ＰＨＳからもご利用いただけます。 
利用時間 月～金 9：00～21：00 

土曜日 10：00～18：00 
※日・祝日、1 月 1 日～3 日は利用できません。 

 

保険料は必ず納期内に納めましょう 
任意継続被保険者の保険料につきましては、退職時の標準報酬月額

または前年度9月30日現在における組合全被保険者の標準報酬月額

の平均額、いずれか少ない額となっております。 

今回平成 27 年度平均標準報酬月額を計算した結果、340,000 円

となりました。つきましては、平成 28 年 4 月 1 日より 320,000

円から 340,000 円へ改定いたします。 

平成 28 年 4 月 1 日以降任意継続被保険者の取得手続きをする際

の保険料は、退職時の標準報酬月額または 340,000 円のいずれか少

ない額となりますので、よろしくお願いいたします。 

任意継続被保険者の標準報酬月額上限改定について 

傷病手当金、出産手当金の額は標準報酬月額をもと

に計算されます（標準報酬月額の 1/30 の額を算出

し、1 日につきその額の 2/3 にあたる金額が支給さ

れます）。 

 平成 28 年 4 月 1 日からは、支給日以前、直近の

継続した１年間の標準報酬月額を平均して計算する

ように変更されます。 

標準賞与額の上限が改定されます 

傷病手当金、出産手当金の計算方法が変わります 

入院したときは、食事の費用として、1 食につき 260 円を自己

負担することになっていましたが、平成 28 年 4 月 1 日からは、入

院と在宅療養の負担の公平を図る観点から、食事療養標準負担額が

現行の 260 円から 360 円、平成 30 年 4 月 1 日からは、460 円

と段階的に引き上げられます。 

食事療養標準負担額 ※低所得者、難病患者等の方は変更なし。 

標準報酬月額の上限が改定されます 

ジェネリック医薬品への切り替えに 

ご協力をお願いいたします。 

皆さん一人一人にもメリットがあり、健保組合の財政改善にも大きな効果が期待 

できる「ジェネリック医薬品」への切り替えに是非ともご協力をお願いいたします。 

標準賞与額には上限が設定されておりますが、平成 28 年

4 月 1 日より右記のように変更されます。 

傷病手当金、出産手当金のもととなる標準報酬月額 

● ● ● けんぽインフォメーション ● ● ● 

平成 28 年 4 月からの法改正について 

事業主・被保険者の皆さまからお預かりした保険料は、毎月の

医療費や日々の給付金、健診費用などご加入者へのサービスや、

高齢者医療制度を支える各種納付金に充てられます。 

保険料の納付が遅れますとこれらの支払ができなく 

なります。また、保険料の滞納は保険料率の引き上げ 

にもつながります。 

保険料の納付は納期内にお願いいたします。 

 

【お問合せ先】 徴収課（内線 311～31４） 

入院時の食事療養標準負担額が変わります 

健康保険の標準報酬月額は、現在第１等級（58,000 円）から第 47 等級（1,210,000 円）までありますが、平成 28 年 4 月 1 日より、

第 48 等級から第 50 等級が追加され下記のように変更されます。 


